
潮来市法定外公共物管理条例施行規則 
 
（趣旨） 
第１条 この規則は，潮来市法定外公共物管理条例（平成１７年条例第１５号。以下「条例」と

いう。）の施行に関し，必要な事項を定めるものとする。 
（許可の申請） 
第２条 条例第５条第１項前段による法定外公共物の占用等の許可を受けようとする者は，法定

外公共物占用等許可申請書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添えて，市長に提出しな

ければならない。 
（１）位置図（縮尺１万５千分の１以上のもの），公図及び実測図 
（２）法定外公共物に対する利害関係人の意見書 
（３）法人の場合は，登記簿抄本 
（４）工作物を設置するときは，設計書及び工事費明細書。なお，工作物設置について他の法令

による許可を必要とする場合は，その許可書の写し 
（５）現況の写真 
（６）その他市長が必要と認めるもの 
（許可書の交付） 

第３条 市長は，条例第５条第１項に規定による申請を許可したときは，法定外公共物占用等許

可書（様式第２号）を交付するものとする。 

(許可事項の変更) 

第４条 条例第５条第１項後段の規定による許可を受けようとする者は，法定外公共物占用等変更 

許可申請書（様式第３号）及び第２条第１項各号に掲げる書類のうち市長が指定する書類を添

えて，市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項に規定する申請を許可したときは，法定外公共物占用等変更許可書（様式第４

号）を交付するものとする。 

(許可期間の更新) 

第５条 条例第６条第３項の規定による許可の更新を受けようとする者は，許可期間満了の日３

０日前までに法定外公共物占用等期間更新申請書（様式第５号）及び第２条第１項各号に掲げ

る書類のうち市長が指定する書類を添えて，市長に提出しなければならない。 

２ 市長は，前項に規定する申請を許可したときは，法定外公共物占用等期間更新許可書（様式

第６号）を交付するものとする。 

(地位の承継) 

第６条 条例第１３条の規定による地位の承継の届出をしようとする者は，地位承継届（様式第

７号）を市長に提出しなければならない。この場合においては，当該承継の事実を証する書類

を添付するものとする。 

(権利の譲渡の承認) 

第７条 条例第１４条の規定による地位の譲渡を受けようとする者は，あらかじめ地位(譲渡・譲

受)承認申請書(様式第８号)を市長に提出し承認を受けなければならない。この場合においては，

当該地位の譲渡又は譲受の事実を証する書類を添付するものとする。 
(工作物完成又は法定外公共物原状回復の検査届) 

第８条 条例第１２条の規定による工作物の完成検査又は条例第１７条の規定による法定外公共

物の原状回復の検査を受けようとする者は，工作物設置完成(法定外公共物原状回復)届(様式第



９号)を市長に提出しなければならない。   
 

付 則 
この規則は，平成１７年８月１日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


